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食材費高騰の影響を受ける子ども食堂の活動を 

支援します 

予算額 ３３，３４５千円 

 

食材費高騰の影響を受けながらも、子どもたちに居場所や食事を提供している子ども食堂に対して、食材費の 

高騰分を補助し、子ども食堂の活動を支援します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

福 祉 局 児 童 家 庭 課 

子ども未来応援グループ 

内線５１４４・５１４５ 

(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)052-954-7468 

○ 対 象：子ども食堂の運営を行っている団体 

※子ども食堂数 ７２０か所（２０２６年５月１日現在 県の調査による） 

○ 対 象 期 間：２０２６年７月から９月まで 

○ 対 象 経 費：子ども食堂が負担する食材費の高騰分 

○ 支 援 額：開催日数に応じて定額で交付 

週１回以上開催   ７０，０００円 

週１回未満開催   ４０，０００円 
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物価高騰の影響を受ける学校給食費等の 

保護者負担を軽減します 
 

          

物価高騰の影響を受ける保護者負担を軽減するため、学校給食費等の食材費上昇分を支援します。 

 

 〇 対  象 

・公 立：県立中学校、県立夜間定時制高等学校、県立特別支援学校（小学部の学校給食費※を除く） 
     ※ ２０２６年４月から抜本的な負担軽減を実施 

  ・私 立：幼稚園、認定こども園（幼稚園型）、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、 

専修学校、各種学校 
 

 〇 対象期間 

２０２６年６月から９月まで 

（夏季休業期間を除く実質３か月分） 
 

〇 支 援 額 

学校給食費及び県立特別支援学校寄宿舎食費の食材費上昇分に相当する額 

１人当たり１食１００円（定額） 
 

〇 予算内訳 

・公 立： ３７，９６４千円＜教育委員会所管＞ 

・私 立：２１９，９９８千円＜県民文化局所管＞ 

と り ま と め 

教育委員会保健体育課 

給 食 グ ル ー プ 

内線 ３９２３・３９２４ 

(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)052-954-6839 

予算額 ２５７，９６２千円 
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ＬＰガス価格高騰の影響を受ける消費者負担を 

軽減します 

予算額  ８２２，４６１千円 

ＬＰガス販売事業者に対する支援を行い、ＬＰガスの価格高騰の影響を受ける、ＬＰガス消費者の負担を軽減します。 

 

〇 対 象 

    県内のＬＰガス一般消費者等にＬＰガスを販売している事業者 

   ※ＬＰガス販売事業者が一般消費者等の利用料金から直接値引きを行うため、一般消費者等の手続きは不要 

〇 対象期間 

       ２０２６年７月から９月まで 

〇 支援額 

    １消費者当たり ７００円（定額） 

(１か月あたりのＬＰガス価格高騰分×３か月分に相当する額） 

       

防災安全局防災部消防保安課 

産 業 保 安 室 

内  線 2551・2552 

(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)052-954-6197 
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物価高騰の影響を受ける社会福祉施設を支援します 

 

予算額 １，４０１，９２２千円 

 

物価高騰の影響を受けながらも、福祉サービスの安定的な提供を継続している社会福祉施設（公営を除く） 

を支援します。 

 
社会福祉施設物価高騰対策支援金           保育所等給食費軽減対策支援金 

８０１，７１７千円                     ６００，２０５千円 

 ○対 象                      ○対 象 

介護事業所、障害福祉サービス事業所              保育所、認定こども園（幼稚園型除く）、地域型保育事業所、 

※訪問系、相談系事業所除く              認可外保育施設（政令市・中核市除く） 

 
 ○対象期間                         ○対象期間 

  ２０２６年７月から９月まで                  ２０２６年７月から９月まで 

 
 ○対象経費                         ○対象経費 

サービス提供に要する食材費の高騰分              サービス提供に要する食材費の高騰分 

 

 ○支 援 額                         ○支 援 額 

通所系サービス事業所   定員１人当たり 1,500 円（定額）   利用児童１人当たり １食 100 円（定額） 

通所系サービス事業所以外 定員１人当たり 4,500 円（定額）   ※認定こども園（幼稚園型）及び幼稚園（新制度移行園）の 

食材費高騰分への支援は私立学校経常費補助金で対応 

福 祉 局 福 祉 部 福 祉 総 務 課 

予 算 グ ル ー プ 

内線３１１３・３１１５ 

(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)052-954-6258 
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物価高騰の影響を受ける医療機関を支援します 

 
 予算額 １６６，１９４千円 

 

物価高騰の影響を受ける医療機関に対し、円滑な運営に支障が生じないよう、食材費の高騰分を支援します。 

 

 〇 対  象 

   病院、有床診療所 

 

 〇 対象期間 

   ２０２６年７月から９月まで 

 

 〇 対象経費 

   医療機関が負担する食材費の高騰分 

 

 〇 支 援 額 

      病院、有床診療所 

１床当たり ２，３００円（定額） 

保健医療局健康医務部医務課 

医 務 グ ル ー プ 

内 線  3171・ 3170 

(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)052-954-6274 
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飼料価格高騰の影響を受ける畜産農家及び養殖業者を 

支援します 
予算額 ２９２，６８５千円         

 

飼料価格の高騰の影響を受け、厳しい状況にある畜産農家及び養殖業者に対し、負担軽減のための支援金を

交付します。 

対象期間：202６年７月から９月まで 

 
 

〇配合飼料価格高騰対策支援金 
１５４，７５４千円 

対  象：畜産農家 
補助率：配合飼料価格と基準価格の差額の 

４分の１以内 
 

 
 
〇粗飼料価格高騰対策支援金 

１１４，４８２千円 
対  象：畜産農家 
補助率：粗飼料価格と基準価格の差額の 

２分の１以内 

 

 

〇養殖用配合飼料価格高騰対策支援金 
２３，４４９千円 

対  象：養殖業者 
補助率：配合飼料価格と基準価格の差額の 

２分の１以内（国の補てん額を除く） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

と り ま と め 

農業水産局農政部農政課 

予 算 グ ル ー プ 

内 線 3 6 2 4 ・ 3 6 1 5 

(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)052-954-6393 
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ＬＰガス価格高騰の影響を受ける窯業事業者を 

支援します   
                                       予算額 ６２，２４４千円 

 

 ＬＰガス価格高騰の影響を受け、厳しい状況にある窯業事業者に対し、負担軽減のための支援金を交付します。 
 

 

○ 対  象 

ＬＰガスを燃料にしている中小企業者等である陶磁器・瓦製造事業者 

 

○ 対象期間 

２０２６年７月から９月まで 

 

○ 支援内容 

燃料価格の上昇分 

１事業者当たりの支援額 ＝ ＬＰガスにおける単価高騰分 × 月平均使用量 × ３か月分 

経済産業局産業部産業振興課 

繊維・窯業・生活産業グループ 

内 線  ４ ５ ６ ７ ・ ４ ５ ９ ５ 

(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)052-954-6341  
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特別高圧電力価格高騰の影響を受ける中小企業を 

支援します  
                                       予算額 ３７７，３９２千円 

 

特別高圧電力の価格高騰の影響を受け、厳しい状況にある中小企業者に対し、負担軽減のための支援金を交付 

します。 
 

○ 対  象 

・特別高圧電力を受電している中小企業者 

・特別高圧電力を受電している工業団地及び商業施設等に入居している中小企業者 

 

○ 対象期間 

２０２６年７月から９月まで 

 

○ 支援内容 

１事業者当たりの支援額＝支援対象期間の電力使用量（kWh）×支援単価※（円/kWh） 
 
※ ２０２６年７月～９月：１．２円/kWh 

経済産業局産業部産業政策課 

広報・企画調整グループ 

内 線 3 3 6 7 ・ 3 3 2 1 

(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)052-954-6330 
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ＬＰガス価格高騰の影響を受けるタクシー事業者を 

支援します  
                          予算額  ５８，３０３千円 

  

ＬＰガス価格高騰の影響を受け、厳しい状況にあるタクシー事業者に対し、運行を継続するための支援金を交付し

ます。 

 

 

○ 対  象 

    県内のタクシー事業者（個人タクシー事業者を含む約１，０００事業者） 

 

○ 対象期間 

    ２０２６年７月から９月まで 

 

○ 支 援 額 

    ＬＰガス価格の上昇分 １台当たり７千円（定額） 

都市・交通局交通対策課 

地域公共交通グループ 

内 線 3 2 0 5 ・ 2 3 8 5 

(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)052-954-6124 
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酒米価格高騰の影響を受ける酒蔵を支援します 

   
                                   予算額 １３８,４３９千円（新規） 

 

  酒米（日本酒等原料米）価格高騰の影響を受け、厳しい状況にある酒蔵に対し、負担軽減のための支援金を 

交付します。 
 

 

○ 対  象 

中小企業者である日本酒等製造事業者 

 

○ 対象原材料 

愛知県産の酒米 

 

○ 支援内容 

原料価格の上昇分 

１事業者当たりの支援額＝酒米における単価高騰分の１／２×年間使用量 

経済産業局産業部産業振興課 

繊維・窯業・生活産業グループ 

内 線  ４ ５ ６ ７ ・ ４ ５ ９ ５ 

(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)052-954-63４１ 
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中東情勢を踏まえ、県融資制度に「中東・米国関税・ 

物価高対応枠」を設け、新たに信用保証料を補助する 

ことで、中小企業者への資金繰り支援を強化します 
債務負担行為 ５，３３５，６４７千円 

 

融資制度「経済環境適応資金サポート資金【経済対策特別】」の「米国関税措置・物価高対応枠」を「中東・米国関税・物

価高対応枠」とし、県が信用保証料を補助することで、中小企業者への資金繰り支援を強化します。 

＜中東・米国関税・物価高対応枠の概要＞ 

取 扱 期 間 2026年７月３日（金）～2027年３月31日（水） 

融資対象者 売上高、売上高総利益率、売上高営業利益率のいずれかが減少している中小企業者 

使途・限度額 事業資金・1億2,000万円 

融資期間・利率 １年以内・金融機関所定～10年以内・年2.1％（2026年７月３日時点） 

信用保証料 年0.38％～年1.74％ 

保証料補助 
当初契約時の信用保証料の２分の１ 

2026年７月３日（金）保証承諾分～2027年３月31日（水）保証申込受付分 

据 置 期 間 １年以内 

担 保 
保証合計額が8,000万円を超える場合は、原則、担保が必要 

（愛知県信用保証協会が取扱い可能と判断した場合、1億2,000万円まで無担保信用保証枠を拡大） 

保証協会への 

損 失 補 償 
３分の２ 

融 資 枠 2,700億円 

経済産業局中小企業部中小企業金融課 

融 資 ・ 貸 金 業 グ ル ー プ 

内 線 33３ ７ ・ 33３ ５ 

(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)052-954-6333 
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